
 

 

 

  定期予防接種の実施について、予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７

号）第５条の規定に基づき、次のとおり告示します。 

 

令和７年３月２８日 

 

                  川崎市長  福 田 紀 彦 

 

１ 予防接種の種類 

  肺炎球菌感染症（高齢者がかかるものに限る。） 

 

２ 実施期間 

  令和７年 ４月 １日から令和８年 ３月３１日まで 

 

３ 実施機関 

  市内の予防接種個別協力医療機関 

 

４ 実施対象者 

(１) ６５歳の者 

(２) ６０歳以上６５歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能

又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するもの 

 

５ 次のいずれかに該当する者に対しては、予防接種法（昭和２３年法律第６

８号）第７条の規定に基づき予防接種を行わない。 

(１) 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接 

種を行う必要がないと認められるもの 

 (２)  明らかな発熱を呈している者 

 (３)  重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

 (４)  当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを 

呈したことがあることが明らかな者 

 (５)  当該疾病に係る予防接種法第５条第１項の規定による予防接種を受け 

たことのある者 

（６）上記（１）から（５）までに掲げる者のほか、予防接種を行うことが不

適当な状態にある者 

川崎市告示第155号
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